
 

第 16 回  議員定数等議会改革推進特別委員会 

                         日 時：令和 2 年 10 月 30 日(金) 

                              13 時 30 分～ 時  分  

                         場 所：第 4 委員会室 

                   

【出席者】 牛尾委員長、西川副委員長、沖田委員、小川委員、笹田委員、佐々木委員 

 西田委員、西村委員  

【議長・委員外議員】 

【事務局】 古森局長、下間書記、中谷庶務係長、近重議事係長 

 

 

議  題 

1 政務活動費の広報費について         

 

 

 

 

 

 

2 議会基本条例を踏まえた議員政治倫理条例の改正について 

    （9 月定例会議での陳情採択を受けて） 

 

 

 

 

 

3 その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○次回開催    月   日（ ）   時   分  第 4 委員会室 

 

 



◆ 広 報 費 に つ い て  

 

 

1 市 政 報 告 紙 の 違 法 認 定 の 基 準  

 ⑴「 市 政 報 告 に つ い て 政 務 活 動 費 の 支 出 が 認 め ら れ る の は 、そ れ が

会 派 の 調 査 研 究 活 動 及 び 議 会 活 動 並 び に 市 の 政 策 に つ い て 住 民 に

報 告 す る た め で あ り 、当 該 議 員 個 人 の PR に つ い て 支 出 に つ な が る

と 認 め ら れ る 見 出 し 、 写 真 及 び 文 章 の 有 無 や そ れ が 当 該 市 政 報 告

紙 に 占 め る 割 合 や 体 裁 等 を 総 合 考 慮 し て 、 主 と し て 議 員 個 人 の PR

を 目 的 と す る 場 合 に は 、 使 途 基 準 に 適 合 せ ず 違 法 と い う べ き 」  

（ 岡 山 市 H23 年 度 ・ 高 裁 判 決 ）  

 

2 市 政 報 告 紙 と し て 適 し て い る も の  

 ⑴ 議 会 報 告 （ 個 人 質 問 や 代 表 質 問 +市 の 答 弁 ）  

 ⑵ 調 査 研 究 報 告  

 ⑶ 市 の 政 策 等 に 関 す る 報 告  

 ⑷ 市 の か か え る 課 題 に 対 す る 提 言  

  

3 市 政 報 告 紙 の 内 容 と し て 適 し て い る と は 言 え な い も の  

 ⑴ 顔 写 真  

 ⑵ 大 き な 名 前  

 ⑶ プ ロ フ ィ ー ル  

 ⑷ 選 挙 公 約 （ 又 は 抽 象 的 な 政 策 提 言 ）  

 ⑸ 選 挙 直 前 に お け る こ れ ま で の 議 員 活 動 の ま と め （ 特 に 直 前 4 年

間 ）  

 ⑹ 後 援 会 活 動  

 ⑺ コ ー ヒ ー ブ レ イ ク 的 な も の  

 上 記 ⑴ ～ ⑺ の 合 計 を 全 体 の 1/3～ 1/4 程 度 に 抑 え る こ と が 、 一 つ の

目 安 （ 講 師 の 私 見 ）  

 

 

令和 2 年 3 月 27 日 

第 7 回議員定数等議会改革推進特別委員会提供資料に追記 

資 料 1 - 1  

１ .引 用  令 和 2 年 1 月 30 日 開 催 の全 国 市 議 会 議 長 会 事 務 局 職 員 研 修 会  

       講 師  弁 護 士  佐 々木 基 彰 氏  

       「判 例 から見 る政 務 活 動 費 の適 正 支 出 について」から（抜 粋 して要 約 ）  



4 広 報 誌 関 係 （ そ の 他 ）  

⑴ 封 筒 印 刷 代 や ラ ベ ル 購 入 費 等 に つ い て 、「 汎 用 性 が 高 い 」 と し て

封 筒 印 刷 時 期 と 市 政 報 告 印 刷 時 期 が 約 3 か 月 以 上 離 れ て い る も の

は 、 使 途 基 準 に 合 致 し な い と さ れ た 例 も あ る 。  

（ 対 策 ）  

⑵ そ も そ も 、政 務 活 動 費 は 補 助 金 的 性 質 の も の で あ る た め 、印 刷 さ

れ た 封 筒 の 使 途 に つ い て は 、 概 算 で も 構 わ な い の で 明 ら か に す る

必 要 が あ る 。  

 

5 ホ ー ム ペ ー ジ 作 成 ・ 管 理 費 関 係  

⑴ ホ ー ム ペ ー ジ 上 の 掲 載 情 報 量 は 、市 政 報 告 紙 な ど の 紙 媒 体 と は 比

較 に な ら な い 規 模 で 、ま た 、特 定 の 市 民 だ け で な く 、市 民 全 体 に 知

ら し め る こ と が で き る も の で あ り 、 市 政 報 告 紙 の 郵 送 や ポ ス ト 投

函 等 の 費 用 と 比 較 し て も 明 ら か に 安 価 に 広 報 す る こ と が 可 能 で あ

り 、近 年 は か か る 費 用 の 政 務 活 動 費 で の 支 出 も 問 題 と な っ て い る 。 

⑵ 裁 判 所 の 判 断 基 準 は 基 本 的 に 市 政 報 告 紙 の 場 合 と 大 き く 異 な ら

な い 。「 市 議 会 に お け る 質 疑 応 答 部 分 の 記 載 は あ る も の の 、写 真 付

き プ ロ フ ィ ー ル や 挨 拶 文 、 政 治 理 念 及 び 政 策 、 ブ ロ グ 等 へ の リ ン

ク も 相 当 部 分 を 占 め て お り 、こ れ ら は 議 員 個 人 の PR を 目 的 と し て

い る こ と か ら 、市 政 報 告 部 分 と 議 員 個 人 の PR 部 分 が 混 在 し て お り 、

具 体 的 比 率 が 判 明 し な い の で 50％ 按 分 し た 限 度 で 支 出 を 認 め る 。」 

 

 

 

 

 

      

2.引 用  政 務 活 動 費 に関 する Q&A（平成 31 年 2 月全国市議会議長会提供） 

      「3  広 報 費 に関 する判 例 抜 粋 」      別 紙 資 料 1-3 の と お り  

 



















































◆政務活動費（広報費）の取り扱いについて（～島根県市議会議長会事務局職員研修会での課題を踏まえ～） ※R020310特別委員会の資料を改良

自治体名 浜田市 松江市 出雲市 益田市 大田市 安来市 江津市 雲南市

交付対象 議員
議員及び会派 会派 議員 議員 会派 議員 議員

交付額 議員＝10万円
議員＝25,000円×12月＝30万円
会派へ15,000円×12月＝18万円

会派に所属する議員１人あたり年額
45万円（所属していない議員も１人
会派とみなして支給）

年額12万円 年額12万円 月額2万円×12月＝24万円 年額12万円 月額1万5千円×12月＝18万円

支払方法 4月に交付決定、後払い
年度終了後に後払い（年度終了前
に交付を求めるときは4月から9月ま
での政務活動の期間が終了した後

4月に1/2交付、10月に1/2交付、年
度末に精算

4月に1/2交付、10月に1/2交付、年
度末に精算

5月に一括交付、年度末に精算 概算払い（会派が必要と認めた場合
にその都度概算で交付申請）

4月に一括交付、年度末に精算 4月に1/2交付、10月に1/2交付、年
度末に精算

広報費 × △（会派分のみ可、議員分は不可） ○（会派支給） ○ ○ × × ○

対象経費

（会派が対象）
・通信運搬費（送料に限る）
・会場費
・新聞折込料
・広報誌・報告書等印刷費
・ホームページの作成及び維持管理
に要する経費
・人件費

（会派が対象）
・広報紙・報告書等印刷費
・会場費
・茶菓子代
・文書通信費
・交通費等

議員が行う活動、市政について住民
に報告するために要する経費（広報
紙印刷費）

議員が行う活動、市政について住民
に報告するために要する経費（広報
紙・報告書等印刷費、文書通信費、
交通費、会場費等）

議員が行う活動、市政について住民
に報告するために要する経費
（広報紙、報告書印刷費、送料、会
場費等）

運用基準等

会派が行う調査研究活動及び議会
活動並びに市政について住民に報
告し、広報するために要する経費

＊議員が対象の政務活動費では広
報費は除外。（認めているのは、研
究研修費、調査旅費、資料購入費、
資料作成費）

　会派が行う活動及び市政について
住民に報告するために要する経費

広報紙の内容について
※内容が、議会報告のみでは政務
活動と判断し難いため、議会報告に
併せ、調査報告、市政に対する政務
活動報告が入っていること。
後援会作成のものは該当しない。
（紙面上に一部分でも政務活動以外
の内容が掲載されているものは認め
ない）

送料は郵送料、宅配料、新聞折込
広告料を含む。
後援会活動のみのものは不適当。
掲載内容により経費按分することが
適当。
郵送料、宅配料、新聞折込広告料
等も同様。

（１）充当方針
議員自らが発行する広報紙に係る
経費に限る。
（２）充当できる経費
①広報紙
後援会等と共同で発行する場合は、
紙面の割合で按分する。
収支報告書に、当該広報紙を添付
する。
なお、広報紙には、公職選挙法等の
禁止規定に抵触しないよう注意をす
る。

島根県市議会
議長会事務局
職員研修会に
おける各市議
会のコメント

広報費は対象としていない。

旧浜田市でのみ広報費を認めて
いたが、平成18年4月から適切な
ものと不適切なものとの明確な判
断がしにくいため支給対象外とし
た経緯あり。

広報費については、政務活動と議
員や会派のPRを目的とする政務
活動以外の活動が併存する可能
性が高く、全国的に不適切な使用
により問題となっているケースも多
く、公平性、透明性を維持するた
め対象外としている。

【認めているのは下記のとおり】
調査研究費、研修費、広聴費、要
請・陳情活動費、資料作成費、資
料購入費

「松江市議会政務活動費取扱指針」
により、会派支給分として広報費に
対する政務活動費の充当を認めて
います。
　　支出対象経費は、会派が行う調
査研究活動及び議会活動並びに市
政について、会派として住民に報告
し、広報するために要する経費とし
ています。
【具体例】
①通信運搬費（送料に限る）
②会場費
③新聞折込料
④広報紙・報告書等印刷費
⑤ホームページの作成及び維持管
理に要する経費
⑥人件費
　ただし、広報紙・報告書等を作成す
る場合、議員個人の活動報告、宣伝
と捉えられかねないものについて
は、対象外として面積割合等の按分
率を各会派の責任において定めるこ
ととしています。

広報費は「政務活動費（広報費）の
取り扱いについて（県内）」のとおりと
しています。
　ただし、以下のようなものは、政務
活動費の対象としない運用にしてお
り、その面積がページ全体の10％を
超えた場合は、その超えた部分を面
積按分して政務活動費を適用しない
運用としています。
　・政治活動や選挙活動に関する記
事
　・年末年始などの挨拶文全般
　・慶弔や見舞に関する記事
　・議員（自ら）の写真・紹介に関する
記事。
　
　　なお、今後においては、現時点で
特段の変更の予定はありません。

政務活動費の広報費は、「議員が行
う活動、市政について住民に報告す
るために要する経費」として対象とし
ています。今のところ変更する予定
はありません。

　議会報告などの広報紙について
は、政治活動（政党活動、選挙活
動、後援会活動等）とならない場合
に限り広報費の対象としています。

広報費も対象としており、議員が行う
活動、市政について住民に報告する
ために要する経費を支出されていま
す。（印刷費や通信費等）
　今後も引き続き対象とする見込み
です。

広報費は対象としていない。
主な使途として広報紙の発行になろ
うかと思うが、政務活動として認めら
れる範囲であるか、議員自身の宣伝
となるかの判断が難しく、裁判でも判
断が分かれるところである。明確に
基準を設けることは難しいことから、
対象からは外している。

【認めているのは下記のとおり】
研究研修費、調査旅費、資料作成
費、資料購入費、広聴費、事務費

以前は広報費を対象としていた。
しかし、広報紙の内容が、選挙・政
党活動に関するものや後援者に向
けた活動報告などが含まれている場
合があり、その都度按分率や対象外
かどうかの判断を求められ苦慮しま
した。

　多くの市議会では費用が明確に区
分できない場合、合理的な按分割合
を取り決めて充当する手法が採用さ
れているようですが、その按分率に
ついての見解が判例等においても
分かれることがあり、本市では、政
務活動費の交付に関する条例を制
定する際に協議を行い、広報費は対
象外とすることを決定した経緯があ
ります。
今後も対象に入れる予定はありませ
ん。

【認めているのは下記のとおり】
調査研究費、研修費、広聴費、要
請・陳情活動費、会議費、資料作成
費、資料購入費、その他の経費

全国市議会議
長会のコメント

●広報費については、政務活動と議員や会派のＰＲを目的とする活動など政務活動以外の活動が併存する可能性がある。

●広報費に対する政務活動費の支出については、広報活動を通じて、住民の要望、意見等を把握することにつながると考えられるため、判例等はこれを認めているが、その費用が専ら政務活動のためであることが立証されない場合は按分することとし、その割合については、多くの判例等が５
０％を基本としている。ただし、５０％以下であれば常に支出が適法とされるわけではないことに注意が必要である。

●事例によっては、これとは異なる割合を示した判例等もある。例えば、政務活動と認められる事項が記載されていても、ＰＲと思われるような要素（写真やプロフィールなど）が紙面の目立つところに掲載されていたり、多くの部分を占めている場合など、広報としての目的ではなく、会派や議員の宣
伝を目的で作成されたものと判断され、その全額が返還の対象となっている。
また、広報紙に議員の顔写真を掲載することについて、以前の判例等は、具体的な基準等に関する判断を示すことなく、これを認めていた。しかし、近年は、掲載状況等を検証した結果、宣伝活動の一つとみなし、これを按分の対象とする判例等がある。さらに、広報紙の配布自体を選挙活動の
一部が混在する行為とする判例等もある。

●議員個人の写真やプロフィール等を広報紙に掲載するのは必要最低限にとどめ、掲載する際は、掲載方法やその内容などから、広報紙に掲載することへの必要性について裁判で立証できるのか十分な検討が必要と考えられる。
具体的な判例等については、平成３１年２月に本会からお示しした『全国市議会議長会政務活動費に関するＱ＆Ａ（参考指針）』を参考にしていただければ幸いである。

資料1-4



◆議会基本条例を踏まえた議員政治倫理条例の改正について 

                    （9 月定例会議での陳情採択を受けて） 

 

1.陳情内容 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

2.特別委員会における今後の流れ（案） 

 ① 特別委員会で、議会基本条例と議員政治倫理条例の整合性を検討 

  ＊議員政治倫理条例において、整合性のとれていない内容、新たに追加が必要な 

   項目を抽出 

        ↓ 

 ② 項目ごとに特別委員会で検討 

        ↓ 

（③ 条例改正（素案）を作成）←特別委員会？ 議会運営委員会？ 

        ↓ 

 ④ 特別委員会から検討結果を議長へ報告（議会改革における検討結果通知） 

        ↓ 

 ⑤ 議長から議会運営委員会へ報告 

        ↓ 

 ⑥ 議会運営委員会から「議員政治倫理条例の一部を改正する条例」を委員会提案 

 

 

3.検討が必要と思われる項目 

①第 5 条 審査請求 

②第 8 条 審査会の委員 

③第 14 条 調査審議手続き等の非公開 

④その他 

資料 2-1 

【陳情第 161 号】 令和 2 年 9 月 4 日：議会運営委員会：賛成多数で採択 

  議会
①

基本条例と政治倫理条例のすり合わせをしてほしい。 

  議会基本条例では、市民参加の開かれた議会とうたっているにもかかわらず、 

  政治倫理条例では、市民
②

不参加（議員のみ参加）で、原則
③

非公開である。 



資料2-2

NO 県名 市名 政治倫理条例名 制定日
【参考】
議会基本条例制定日 公開・非公開

委員の
人数

委員の資格 委員の職種など 審査会の公開

島根県 浜田市 浜田市議会議員政治倫理条例 平成20年6月20日 平成23年9月30日 非公開 13人以内 ▼議長が議員のうちから任命する。 全ての会派、無会派から1名ずつ選出
審査会の行う会議又は調査審議の手続きは公開しない。
ただし、出席委員の過半数の同意があるときは、この限
りでない。

1 鳥取県 境港市 境港市議会政治倫理条例 平成26年12月9日 平成25年12月24日 公開 6人
▼議員の内から議長が指名する委員3人
▼識見を有する者の内から議長が委嘱する委員3人

実績がないため回答できない
出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを
非公開とすることができる。

2 鳥取県 倉吉市 倉吉市議会議員政治倫理条例 平成25年6月28日 制定なし 公開 10人以内
▼市⺠を代表する者、学識経験者及び議員のうちか
ら、議⻑が委嘱する

7人（外部4人　公民館関係の連合会、司法書士、
地域の役職）
議員3人

審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを
得ず非公開とするときは、出席委員の３分の２以上の同
意を必要とする。

3 鳥取県 米子市 米子市議会議員政治倫理条例 平成26年3月27日 平成26年3月27日 規定なし 5人以内 ▼学識経験を有する者のうちから、必要の都度、議
⻑が委嘱する。

市の個人情報保護条例の委員を想定して米子市情
報公開・個人情報保護審査会の委員がベース

明記なし

4 岡山県 笠岡市 笠岡市議会議員政治倫理条例 平成23年10月7日 平成23年10月7日 公開 8人
▼議員のうちから議長が指名する委員6人
▼識見を有する者のうちから議長が委嘱する委員2人

過去1度実施
・元議会事務局長
・元議長              ※ともに退職後

審査会の会議は，原則公開する。

5 山口県 防府市  防府市議会議員政治倫理条例 平成26年12月26日 平成22年12月8日 公開 8人以内
▼議員及び学識経験を有する者のうちから、議長が
委嘱する。

大学教授、弁護士等を想定
審査会の会議は、公開とする。ただし、出席委員の三分
の二以上の同意を得たときは、非公
開とすることができる。

6 大阪府 高槻市 高槻市議会議員政治倫理条例 平成20年12月19日 平成20年12月19日 公開 5人
▼社会的信望を有し、かつ、地方行政に関し高い識
見を有する者3人
▼議員2人

弁護士、公認会計士、大学教授、議員2人
出席委員の3分の2以上の同意により、これを非公開とす
ることができる。

7 東京都 多摩市 多摩市議会政治倫理条例 平成8年12月26日 平成22年3月15日 公開 11人

▼委員のうち市民委員は5人。社会的信望があり、地
方行政に関し識見の高い者のうちから、議長が委嘱
する。
▼議員なし

司法関係者（弁護士2）、会計関係者（税理士
2）、行政経験者（元都関係者、元市関係者）、
市民代表（5）

やむを得ない場合において、出席委員の3分の2以上の同
意があるときは、非公開とすることができる。

8 宮崎県 日南市 日南市議会政治倫理条例 平成25年3月7日 平成25年3月7日 公開 7人
優れた識見を有する者のうちから議長が公正を期し
て委嘱するものとする。

弁護士、地元国公立大学の教授、事案に適した団
体

非公開とするときは、出席委員の3分の2以上の同意を必
要とする。

9 奈良県 橿原市
カシハラ

橿原市議会政治倫理条例 平成21年9月8日 制定なし 公開 5人 優れた識見を有する者のうちから議長が委嘱する。
弁護士、NPO、元警察、元小学校長、元橿原市職
員

非公開とするときは、出席委員の3分の2以上の同意を必
要とする。

10 茨城県 水戸市 水戸市議会政治倫理条例 平成20年9月30日 制定なし 公開 5人
専門的知識を有する者及び法第18条に規定する選挙
権を有する者（以下「選挙人」という。）のうちか
ら，議長が公正を期して委嘱する。

弁護士2人、公証人（元裁判官）、公認会計士、
大学教授

委員の3分の2以上の同意があるときは，非公開とするこ
とができる。

11 茨城県 ひたちなか市 ひたちなか市議会政治倫理条例 平成23年7月29日 平成25年10月2日 公開 5人
政治倫理に関して専門的知識を有する者及び法第18
条に規定する選挙権を有する者（以下「選挙人」と
いう。）のうちから，議長が委嘱する。

⑴　専門的知識を有する者　3人
弁護士、公認会計士、元教員
⑵　法第１８条に規定する選挙権を有する者
元市職員で総務部、議会事務局経験者

出席委員の3分の2以上の同意があるときは，非公開とす
ることができる。

12 茨城県 鹿嶋市 鹿嶋市議会政治倫理条例 平成29年12月15日 平成25年6月21日 公開 4人
法律又は会計等当該審査に関する専門的知識を有す
る者4名をもって組織し，委員は議長が委嘱する。

想定していない 委員の3分の2以上の同意で非公開にすることができる。

13 茨城県 小美玉市
オミタマ

小美玉市議会議員の政治倫理に関する条例 平成21年10月1日 平成27年3月24日 公開 7人以内

地方自治の本旨に理解があり，かつ，専門的知識を
有する者（以下「有識者」という。）及び法第18条
に定める選挙権を有する市民の中から必要な都度，
市長の推薦を得て議長が委嘱する。

想定していない 委員の3分の2以上の同意で非公開にすることができる。

14 愛媛県 宇和島市 宇和島市議会政治倫理条例
令和元年9月26日
（令和3年4月1日施
行）

平成29年3月24日 規定なし 8人以内 有識者 扱う案件による 明記なし

◆他市議会における政治倫理条例一覧（外部委員、公開の有無等について）



◆浜田市議会議員政治倫理条例 平成20年6月20日      条例第25号

条項 見出し 条文 備考

第1条 目的
第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その信託に応えるため、浜田市議会議員（以下「議員」という。）の政
治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員が市民全体の奉仕者として、政治倫理の確立と向上に努め、常に良心に従い誠
実かつ公正にその職務を行うべきことを促し、清浄で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

第2条 議員は、市民全体の奉仕者として、市政に携わる権能と責務を深く自覚するとともに、市民の信頼に値するより高い倫理的義務に徹し、地
方自治の本旨に従って、その使命を達成するよう努めなければならない。

2　議員は、市民の要請に的確に対応できる識見を常に養うとともに、市民全体の福祉の増進を図るために行動するよう努めなければならない。

3 議員は、情報公開の原則に基づき、議会及び議員活動について積極的に市民に明らかにし、その説明責任を果たすよう努めなければならな
い。

第3条　議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 市民全体の奉仕者として、その品位又は名誉を損なう一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしない
こと。

(2)　市民全体の奉仕者として、人格及び倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(3)　市の職員の採用、異動、昇格等人事に関し、推薦、紹介をする等その地位を利用して不正にその影響力を行使しないこと。

(4) 市が行う許可、認可又は請負その他の契約に関し、特定の企業、団体等の推薦、紹介をする等その地位を利用して不正にその影響力を行使
しないこと。

(5) 政治活動に関する寄附について、政治的又は道義的な批判を受けるおそれのあるものを受けないこと。議員の後援団体に対する寄附につい
ても、また同様とする。

2 議員は、政治倫理基準に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら真摯な態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明ら
かにするよう努めなければならない。

第4条
請負契約に関する遵守事
項

第4条 議員は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第92条の2の規定の趣旨を尊重し、自らが役員と同程度の執行力又は責任を有すると認めら
れる法人等に対し、市が発注する工事、製造等の請負に係る契約の締結の自粛を求めるよう努めるものとする。

第5条　議員は、第3条第1項の規定に違反する疑いがあると思料するときは、議長に対し、審査を請求することができる。

2　前項の規定による請求は、その理由を明らかにし、議員2人以上が連署する書面により行わなければならない。

第6条 審査会への審査要請 第6条　議長は、前条第1項の規定による審査の請求があったときは、直ちに浜田市議会議員政治倫理審査会に審査を要請しなければならない。

第7条 政治倫理の確立を図り、前条の規定による審査の要請に応じて調査審議するため浜田市議会議員政治倫理審査会（以下「審査会」とい
う。）を置く。

2　審査会は、審査の要請のあった事項について、その適否及び政治倫理基準に違反すると認められるかどうかを調査審議する。

第8条　審査会の委員は、13人以内とする。

2　委員は、議長が議員のうちから任命する。

3　委員の任期は、議員の任期とする。

4　委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

5　委員は、公正かつ適切にその職務を遂行しなければならない。

（平25条例44・一部改正）

第9条 審査会の調査権限
第9条 審査会は、必要があると認めるときは、審査の対象となる議員（以下「審査対象議員」という。）その他適当と認める者を会議に出席させて
説明を求め、若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

議員の責務第2条

審査会の委員第8条

浜田市議会議員政治倫理
審査会の設置

審査請求

政治倫理基準の遵守等第3条

第5条

第7条
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◆浜田市議会議員政治倫理条例 平成20年6月20日      条例第25号

2 審査会は、必要があると認めるときは、審査対象議員に対し、資産等に関する書類（以下「資産報告書等」という。）の提出を求めることができ
る。

3　資産報告書等に記載する事項は、議長が別に定める。

第10条 議員の協力義務
第10条 審査対象議員は、審査会からの求めがあったときは、審査会の会議に出席して説明をし、若しくは意見を述べ、又は審査に必要な資料若
しくは資産報告書等を提出しなければならない。

第11条 釈明の機会の保障 第11条　審査会は、審査対象議員から審査会において釈明したい旨を求められたときは、その機会を保障しなければならない。

第12条 虚偽報告等の公表等
第12条 審査会は、審査対象議員が資産報告書等の提出を拒み、若しくは虚偽の報告をしたとき、又は調査に協力しなかったときは、その旨を公
表するとともに、第15条に準じた措置を講ずることができる。

第13条 審査結果の報告等
第13条 審査会は、第6条の規定により審査の要請があったときは、当該要請のあった日から起算して60日以内に審査の結果を書面により議長に
報告しなければならない。ただし、天災その他により審査をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2　議長は、前項の報告を受けたときは、その結果を審査を請求した議員及び審査対象議員に通知するとともに、公表しなければならない。

第14条 調査審議手続等の非公開 第14条　審査会の行う会議又は調査審議の手続は、公開しない。ただし、出席委員の過半数の同意があるときは、この限りでない。

第15条
政治倫理基準違反に対す
る措置

第15条 審査会は、審査対象議員に政治倫理基準に違反すると認められる事実があるときは、議長に対し、辞職の勧告その他審査会が必要と認
める措置を講ずるよう求めることができる。

第16条 審査結果の尊重
第16条 審査対象議員は、第13条第2項の規定による通知において、自らの行為が政治倫理基準に違反している旨の指摘がなされたときは、これ
を尊重し、政治倫理の確保のために必要な措置を講じなければならない。

第17条
贈収賄罪等の刑確定後の
措置

第17条 議会は、議員が刑法（明治40年法律第45号）第197条から第197条の4まで及び第198条の罪（議員の地位又は職務と無関係な贈賄罪を除
く。）により有罪判決の宣告を受け、その刑が確定したときは、議会の名誉及び品位を守り、市民の信頼を回復するため、必要な措置を講ずるもの
とする（公職選挙法（昭和25年法律第100号）第11条第1項及び地方自治法第127条第1項の規定により当該議員が失職する場合を除く。）。

第18条 委任 第18条　この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

附　則

この条例は、公布の日から施行する。

附　則（平成25年11月1日条例第44号）

この条例は、公布の日から施行する。
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　　　　平成23年9月30日条例第34号
改正　平成24年12月21日条例第39号
　　　　平成27年3月20日条例第5号
　　　　平成30年9月28日条例第28号
　　　　平成30年12月26日条例第34号

条項 見出し 条 文 備考

地方分権の時代を迎え、地域の自主性と自立性が必要とされる現在にあって、二元代表制の一翼を担う議会には、従来の議事機関としての役割と責務の
みならず、多様化する市民の意見を的確に把握し、市政に反映させるため、自由討議や意見交換等を重視した政策形成機能の更なる充実が求められてい
る。
私たち浜田市議会議員は、石見人としての誇りと高い識見を備え、全国の地方議会の模範となる議会改革を掲げて絶えず精進し、全ての市民が安全で安
心して、幸せに暮らすことができるよう最大限の努力をしなければならない。
ここに、浜田市議会は、日本国憲法に定める地方自治の本旨にのっとり、市民に開かれた信頼される地方政府を実現するため、議会の最高規範として、こ
の条例を制定する。

第1条 目的
第1条 この条例は、二元代表制の下、議会の果たすべき役割を明らかにするとともに、議会及び議員の活動原則等議会に関する基本的な事項を定めるこ
とにより、地方自治の本旨に基づく市民の負託に応え、市民の福祉の増進及び公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

第2条 条例の位置付け
第2条 この条例は、議会における最高規範であって、議会は、議会に関する他の条例、規則その他の規程の制定、改廃及び運用については、この条例の
趣旨に沿って行わなければならない。

第3条 議会の活動原則
第3条 議会は、市民の負託を受けた議決機関であることを自覚し、公正性、透明性及び信頼性を確保し、市民に開かれた議会及び市民参加を推進する議
会を目指して活動しなければならない。

2　議会は、市民を代表する議決機関として、適切な判断及び責任ある活動をしなければならない。

3　議会は、議員、市長及び市民の交流並びに自由な討論の場であるとの認識を持って活動しなければならない。

4　議会は、市民の参加意識が高まるよう分かりやすい視点、方法等で活動しなければならない。

5　議会は、障がいのある議員及び妊娠中の議員に対し、本人の意思を尊重し、円滑な議会活動のための配慮をしなければならない。

第4条 議会改革の推進 第4条　議会は、社会状況の変化に適応した議会の在り方について常に議論し、議会改革の推進に努めるものとする。

第5条 危機管理
第5条 議会は、大規模災害等の緊急の事態から市民の生命、身体及び財産並びに生活の平穏を守るため、総合的かつ機能的な活動が図られるよう、市
長その他の執行機関及びその職員（以下「市長等」という。）と協力し、危機管理体制の整備に努めるものとする。

2　議会は、大規模災害等の緊急の事態が発生したときは、市長等と連携し、次に掲げるとおり対応するものとする。

(1)　議長は、必要に応じて議員による協議又は調整を行うための組織を設置する。

(2)　議会は、状況を調査し、市民の意見及び要望を的確に把握するとともに、必要に応じて市長等に対し、提言及び提案を行う。

第6条 会派 第6条　議員は、議会活動を行うに当たり、会派を結成することができる。

2　会派は、政策を中心とした理念を共有する議員で構成し、活動するものとする。

3　会派は、政策立案、政策提言、政策決定等（以下「政策立案等」という。）に際して、会派間で調整を行い、合意形成に努めるものとする。

4　議会運営に当たっては、議会は、会派に属さない議員の意見が反映されるよう配慮するものとする。

第7条 議員と市長等との関係 第7条　議会審議における議員と市長等との関係は、次に掲げるところにより、緊張関係が保たれていなければならない。

(1)　一般質問（会派代表質問を除く。）は、市政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行うものとする。

(2) 議長の要請により本会議（浜田市議会会議規則（平成17年浜田市議会規則第1号）に規定する会議をいう。以下同じ。）及び委員会（浜田市議会委員会
条例（平成17年浜田市条例第306号）に規定する常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会をいう。以下同じ。以下これらを「本会議等」という。）に出席
した市長等は、議員からの質問等又は議員若しくは委員会による条例の提案、議案の修正案等に対して疑義等があるときは、議長又は委員長の許可を得
て、これらに反問し、又は反論することができる。

第8条 議会審議における論点整理
第8条 議会は、市長が提案する重要な政策について、議会審議における論点を整理し、その審議を深めるため、市長に対して次に掲げる事項について明
らかにするよう求めるものとする。

◆浜田市議会基本条例 

第2章　議会の活動原則

第1章　総則



(1)　政策の発生源

(2)　提案に至るまでの経緯

(3)　他の地方公共団体の類似する政策との比較検討

(4)　市民参加の実施の有無とその内容

(5)　総合振興計画との整合性

(6)　財源措置

(7)　将来にわたるコスト計算

第9条 予算及び決算における説明 第9条　議会は、予算及び決算の審議に当たっては、前条の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の説明を市長に対して求めるものとする。

第10条
採択した請願及び陳情への
対応

第10条 議会は、採択した請願及び陳情が市長等において措置することが適当と認めるときは、市長等に対してその趣旨を実現するよう求めるとともに、当
該請願及び陳情に関する事後の状況、対応等を議会に報告するよう求めるものとする。

第11条 自由討議による合意形成等
第11条 議長は、議会は議員による自由な討論の場であることを認識し、市長等に対する本会議等への出席要請を必要最小限にとどめ、議員相互間の討
議を中心とする運営に努めるものとする。

2 議会は、本会議等において、議案、請願及び陳情（以下「議案等」という。）を審議し、結論を出す場合においては、議員相互間の討議により議論を尽くし
て合意形成に努めるとともに、市民に対する説明責任を果たすものとする。

第12条 政策討論会
第12条 議会は、市政に関する重要な政策及び課題に対して、議会としての共通認識の醸成を図り、合意形成を得るため、政策討論会を開催するものとす
る。

第13条 委員会の活動 第13条　委員会は、議案等の審査に当たっては、市民に対して積極的に情報を公開し、分かりやすい議論を行うよう努めるものとする。

2　委員会は、行政視察を行ったときは、その目的、成果及び費用を公表するとともに、提言及び提案につなげるよう努めるものとする。

第14条 議会広報の充実
第14条 議会は、議会及び市政について市民に関心を持たれるよう広報紙のほか、ケーブルテレビ等情報技術の進展を踏まえた多様な広報手段を活用
し、議会広報の充実に努めるものとする。

第15条 議会図書室 第15条　議会は、議員の調査研究及び市政運営の参考に資するため、議会図書室の図書の充実に努めるものとする。

第16条 議会事務局の体制整備 第16条　議会は、議員の政策立案等を補助する組織として、議会事務局の調査機能及び法務機能の充実強化等その体制の整備に努めるものとする。

2　議長は、議会事務局の職員の配置に関し、あらかじめ市長と協議するものとする。

第17条 議員の活動原則 第17条　議員は、議会の構成員として、一部の団体及び地域の代表にとどまらず、市民全体の福祉の増進を目指して活動しなければならない。

2 議員は、市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんにより、市民の代表としてふさわしい活動
をしなければならない。

3　議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを認識し、議員相互間の自由な討議を重んじて活動しなければならない。

4　議員は、政策討論会等を通じて議員相互間における自由な討議を行い、積極的な議案の提出に努めなければならない。

第18条 政務活動
第18条 議員は、積極的に政策立案等のための調査研究その他の活動に努めるものとする。この場合において、政務活動費の交付を受けたときは、これを
有効に活用するものとする。

2 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費を使用した活動の状況を公表するとともに、市民に対し、公正性及び透明性の確保の観点からその使途
について説明責任を果たすものとする。

3　政務活動費の交付を受けた議員は、その執行状況に疑義が生じることがないよう全ての領収書等証拠書類を明らかにするものとする。

4　議長は、政務活動費が適正に使用されているかどうかについて、議会関係者以外の者の審査を受けるものとする。

第3章　議員の活動原則



第19条 議員研修 第19条　議会は、議員の政策立案等の能力の向上を図るため、議員の研修体制の充実強化に努めるものとする。

2　議会は、各分野における学識経験を有する者及び市民との議員研修会を積極的に開催するものとする。

3　議会は、島根県立大学との意見交換会の開催等知的財産の有効活用に努めるものとする。

第20条 政治倫理
第20条 議員は、市民の信頼に値する倫理的義務が課せられていることを自覚し、浜田市議会議員政治倫理条例（平成20年浜田市条例第25号）を遵守す
るものとする。

第21条 市民と議会との関係 第21条　議会は、市民に対し、積極的に情報を公開し、説明責任を果たすものとする。

2 議会は、本会議等その他の会議を原則として公開するものとし、あらかじめその日程、議題等を周知するとともに、障がいの有無にかかわらず市民が傍
聴しやすい環境の整備、インターネット等による配信に努めるものとする。

3　議会は、議案等に対する各議員の態度を広報紙で公表する等、市民に対して議員の意思を明確にするものとする。

4 議会は、本会議又は委員会における公聴会制度及び参考人制度を活用することにより、市民の多様な意見及び専門的又は政策的な識見等を議会の審
議に反映させるよう努めるものとする。

第22条 重要案件の意見交換会
第22条 議会は、市政に関する重要な案件について、議員及び市民が自由に情報及び意見の交換を行うため、議会運営委員会で協議の上、重要案件の
意見交換会を開催するものとする。

2 議会は、市政に関する重要な案件について、市民から重要案件の意見交換会の開催を求められたときは、議会運営委員会で協議の上、これを開催する
ことができる。

第23条 議会報告会
第23条 議会は、議会活動に関する情報を積極的に公開するとともに、市民の意見を把握し、議会活動に反映させるため、議会報告会を開催するものとす
る。

第24 議員定数及び議員報酬
第24条 議会は、議員定数及び議員報酬の改正に当たっては、行財政改革の視点のほか、市政の現状及び課題、将来の予測及び展望等を考慮するもの
とする。

2 議員定数及び議員報酬の改正の議案は、市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、明確な改正理由を付して、地方自治法（昭和22
年法律第67号）第109条第7項又は第112条第1項の規定により、委員会又は議員から提出するものとする。

第25条 見直し手続 第25条　議会は、一般選挙を経た任期開始後、速やかにこの条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討するものとする。

2　議会は、前項の規定による検討の結果に基づいて、この条例の改正を含む適切な措置を講ずるものとする。

3　議会は、この条例を改正する場合は、本会議において、改正の理由及び背景を詳しく説明するものとする。

附　則

この条例は、公布の日から施行する。

附　則（平成24年12月21日条例第39号）

この条例中第18条の改正規定は公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律（平成24年法律第72号）附則第1条ただし書に規定する規定（地方自治法（昭和
22年法律第67号）第100条第14項及び第15項の改正規定に限る。）の施行の日のいずれか遅い日から、第21条の改正規定は公布の日から施行する。

附　則（平成27年3月20日条例第5号）

この条例は、公布の日から施行する。

附　則（平成30年9月28日条例第28号）

この条例は、公布の日から施行する。

附　則（平成30年12月26日条例第34号抄）

（施行期日）

1　この条例は、平成31年4月1日から施行する。

第5章　議員定数及び議員報酬

第6章　補則

第4章　市民参加


